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報告第 20号

専決事項の報告について

次のとおり地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第180条第1項の規定により専決処分をし

たので、同条第2項の規定により議会に報告する。

令和 8年(2026年) 3月19日 提出

枚方市長 伏 見 隆

記

1. 専決事項 和解及び損害賠償の額を定めることについて (1件)
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専決第 20号

和解及び損害賠償の額を定める こ と について

地方自治法 (昭和2 2年法律第6 7号) 第18 0条第1項の規定により和解及び損害賠償の額の決 

定について、次のとおり専決処分をする。

令和 8年(2026年) 3月10日 専決

枚方市長 伏見 隆

記

1. 和解及び賠償の相手方 枚方市在住者

2.事件の 内容 令和7年1 2月15 日午前1 1 時5 分ごろ、本市福祉事務所職員 

が公用車(軽貨物車 •大阪 4 80め5354) を運転 し、中宮北町 

の団地内道路において、路肩に停めた車を別の場所に移動させるた 

めバ ッ ク した際、後方で停止 していた枚方市在住者が所有する普通 

乗用車の前方部に接触し、同車が損傷した事故である。

3.賠 償 の 額 金 571,600円

4.和 解 の 内 容

1) 本市は相手方に自己責任額金571, 6 0 0円 を支払う。

⑵ 今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議、請求の申し立てを しないこ 

とを誓約する。
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専決第2 0号参考資料
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議案第 119号

令和7年度大阪府枚方市一般会計補正予算 (第12号)

令和7 年度大阪府枚方市一般会計補正予算 (第12号>は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 53, 773 千円 を減額 し、歳入歳出予算の総額を 

歳入歳出それぞれ 180,750,484千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、 「第2表 地方債補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 繰越明許費の変更は、 「第3表 繰越明許費補正」による。

令和8年 (2026年) 3月19日提出

枚方市長 伏 見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位: 千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

15. 国庫支出金 46, 476, 853 A92, 173 46, 384, 680

(2)国庫補助金 11,249, 855 A92, 173 11,157, 682

19. 繰入金 6, 023, 711 3,900 6, 027, 611

(1) 基金繰入金 5, 872, 799 3, 900 5, 876, 699

21. 市 債 10, 849,100 34, 500 10, 883, 600

⑴市 債 10, 849,100 34, 500 10, 883, 600

歳入合計 180, 804, 257 A53,773 180, 750, 484
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出 (単位：千円)歳

款 項 補正前の額 補正額 計

3.民生費 94,800, 613 A92, 173 94, 708, 440

(2)児童福祉費 38, 706, 894 A92, 173 38, 614, 721

7.土木費 14,161,992 38, 400 14, 200, 392

(4)都市計画費 10, 300, 706 38, 400 10, 339,106

感出合計 180, 804, 257 A53, 773 180, 750, 484
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第2表 地方債補正

(注)借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直

起債の目的

補正前

限度額
起債の 
方法

利率

償 還 の 方

区分
償還 
期限

据置 
期間

償還の方法

光善寺駅周辺市街地再開発補助事業 344, 700

普通貸 
借又は 
証券発

8% 
以内

3 0年 
以内

1 0年 
以内

半年賦及び年賦 
元利均等、半年 

賦及び年賦元金 
均等又は満期一 
括償還

合 計 10, 607, 200 ____________--- _
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(単位: 千円)

補 正 後

法

限度額
起債の 
方法

利率

償還の方法

その他 区分
償還 
期限

据置 
期間

償還の方法 その他

市財政の都合に 
より償還期限を 
短縮し、若しく 
は繰上償還又は 
低利に借換えす 

ることができる

379,200

普通貸 
借又は 
誕券発

8 % 
以内

政府資 
金又は 
銀行そ 
の他資

3 0年
以内

1 0年
以内

半年賦及び年賦 
元利均等、半年 
賦及び年賦元金 
均等又は満期一 
括償還

市財政の都合に 
より償還期限を 
短縮し、若しく 
は繰上償還又は 
低利に借換えす 

ることができる

二

10, 641,700

しを行った後においては、当該見直し後の利率。

-9-



第3表 繰越明許費補正

(単位:千円)

款 項 事 業 名
金 額

補正前 補正後

7.土木費 ⑷都市計画費 連続立体交差事業関連まちづく り 事業 173,769 250,569

計

--

9,982,818 10,059,618
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凡 例

歳出の概要説明欄のうち、事務経費等の内訳については下記のとおり略している。

報償費 ……報 旅 費 ……旅 交際費 ……交 消耗 品 費 ……消

燃料費 ……燃 食糧 費 ……食 印刷製本費 ……印 光熱 水 費 ……光

修 繕 料 ……修 賄材料費……賄 飼料 費 ……飼 医薬材料費 ……医

通信運搬費 ……通 広告料 ……広 手数料 ……手 筆耕翻訳料 ……筆

火災保険料、自動車損害保険料、その他保険料 ……保

委託料 ……委 使用料及び賃借料 ……使 工事請負費 ……エ 原材料 費 ……原 

備品購入費 ……備 負担金 ……負 補助 金 ……補 扶助 費 ……扶 

賠 償 金 ……賠 償還金 ……償 還付加算金 ……還加 還付金 ……還 

投資及び出資金 ……投 公課費 ……公
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳 入

款 項 目 補正前の額 補正額
節

区 分 金 額

(款)

15. 国庫支出金 46, 476, 853 A92,173 46, 384, 680

(項)

(2) 国庫補助金 11,249, 855 A92, 173 11,157, 682

2. 民生費国庫補助金 2, 989, 974 A92, 173 2,897, 801 1.児童福祉費補助 
金

A92,173

(ﾡ)

19.繰 入 金 6, 023, 711 3, 900 6, 027, 611

(項)

(1)基金繰入金 5, 872, 799 3, 900 5,876, 699

1. 基金繰入金 5, 872, 799 3, 900 5, 876, 699 1. 基金繰入金 3, 900

(款)

21. 市 債 10, 849,100 34, 500 10, 883, 600

(項)

⑴市 債 10, 849,100 34, 500 10, 883, 600

4.土 木 債 3, 064, 200 34, 500 3, 098, 700 1.都市計画事業債 34, 500

歳入合計 180, 804, 257 A53, 773 180, 750, 484
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(単位: 千円)

細 節
概要説 明

区 分 金 額

88.物価高対応子育て 
応援手当支給事業 
補助金

A92, 173 1. 物価高対応子育て応援手当 支給事業補助金 A92,173

22.財政調整基金繰入 
金

3,900 1. 財政調整基金繰入金 3, 900

1. 都市計画事業債 34, 500 1. 都市計画事業債

(1) 光善寺駅周辺市街地再開発補助事業

34, 500
34, 500
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歳 出

款 項 目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国府支出金 地方債 その他

(款)

3.民生費 94,800, 613 A92, 173 94, 708, 440 A92,173 一 一 一

(項)

(2)児童福祉費 38, 706, 894 A92, 173 38, 614, 721 A92, 173 一 一 一

20. 物価高対応子育 
て応援手当支給 
事業費

1,348, 026 A92,173 1,255,853 A92, 173

(款)

7.土木費 14,161,992 38, 400 14, 200, 392 — 34, 500 一 3, 900

(項)

(4)都市計画費 10, 300, 706 38, 400 10, 339,106 一 34, 500 一 3, 900

4.立体交差事業費 1,412, 670 38, 400 1,451,070 34, 500 3, 900

歳出合計 180, 804, 257 A53, 773 180, 750, 484 A92,173 34, 500 3,900
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(単位: 千円)

節 細 節

概要説明区 分 区 分

金 額 金 額

1. 報 酬

A2,080

3.非常勤職員報酬

▲ 2, 080

L.人件費 A2,111

(1) パートタイム会計年度任用職員 A2,111

ア. 報 酬 A2,080

イ.共済費 A31

2. 物価高対応子育て応援手当 支給事業経費 A75,360

補 A75, 360

3. 事務経費 A14,702

旅 A160 消 A397 印 A710 通 A3, 095
手 A3,395 委 A6,945

4.共済費

A31

5.雇用保険料

A31

8.旅 費

A160

1. 費用弁償

A160

10.需用 費

' A1,107

1 .消耗品費

A397

4 .印刷製本費

A710

11.役務費

A6, 490

1. 通信運搬費

A3,095

4.手数料

A3, 395

12.委託料

A6, 945

1.委託料

A6, 945

18. 負担金補助及び 
交付金

A75, 360

2.補助金

A75, 360

18. 負担金補助及び 
交付金

38,400

2.補助金

38, 400

1. 連続立体交差事業関連まちづくり事業経費 38, 400

(1) 光善寺駅周辺市街地再開発事業費 38, 400

補 38,400
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給与費明細書

1. 一 般 職

(単位 ： 千円)

(1) 総 括

区分

職員数

(人)

給与費
共済費 口 ロT 備 考

報酬 給 料 職員手当 計

補正前
(2, 728) 
1,862 3,180, 515 8, 692, 228 7, 845, 875 19, 718,618 3, 582, 385 23, 301,003

補正額
(A4)

A2, 080 — - A2, 080 A31 A2, 111

補正後
(2, 724) 
1,862 3,178, 435 8, 692, 228 7, 845, 875 19, 716, 538 3, 582, 354 23, 298, 892

(注) 臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員の職員数については、 ( ) 外数とする。
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(単位 : 千円)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び 
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分
前前年度末 
現在高

前年度末 
現在高見込額

当該年度中増減見込額

当該年度末 
現在高見込額

当該年度中 
起債見込額

当該年度中元金 
償還見込額

1. 普通 債

補正前 51,900, 837 54, 820, 774 10, 849,100 5, 709, 630 59, 960, 244
補正額 一 - 34, 500 一 34, 500
補正後 51,900, 837 54, 820, 774 10, 883, 600 5, 709, 630 59, 994, 744

(1) 総 務

補正前 9,124, 844 8, 607, 790 255, 300 652, 234 8, 210, 856
補正額 一 - - -
補正後 9,124, 844 8, 607, 790 255,300 652, 234 8, 210, 856

(2) 民 生

補正前 2, 222, 683 2, 297, 801 604, 800 219,627 2, 682, 974
補正額 一 - - 一 -
補正後 2, 222, 683 2, 297,801 604, 800 219, 627 2, 682, 974

(3) 衛 生

補正刖 4, 829, 074 5, 015, 723 1,327, 266 850, 589 5, 492, 400
補正額 一 - - - 一

補正後 4, 829, 074 5, 015, 723 1,327, 266 850, 589 5, 492, 400

(4) 農林水産業

補正前 3, 967 18,260 18, 000 313 35, 947
補正額 一 - - -
補正後 3, 967 18,260 18,000 313 35, 947

(5)商 工

補正前 170, 350 163,650 一 6, 700 156, 950
補正額 一 - - 一 一

補正後 170, 350 163, 650 - 6, 700 156,950

(6) 土 木

補正前 19, 362,123 20, 381,136 3, 064, 200 2, 048, 391 21,396, 945
補正額 - - 34, 500 - 34, 500
補正後 19, 362,123 20, 381,136 3, 098, 700 2, 048, 391 21,431,445

⑺消 防

補正前 623, 454 554, 959 26,600 70, 045 511,514
補正額 一 - - -
補正後 623,454 554, 959 26, 600 70, 045 511,514

(8) 教 育

補正前 15, 564, 342 17, 781,455 5, 552, 934 1,861,731 21,472, 658
補正額 一 一 - -
補正後 15, 564, 342 17,781,455 5, 552, 934 1,861,731 21,472,658

2. その他

補正前 61,893, 304 56,979,790 一 5, 518, 877 51,460, 913
補正額 - 一 一 一

補正後 61,893, 304 56, 979, 790 - 5, 518, 877 51,460,913

(1) 地方税等 
減収補塡債

補正 231,599 212,299 - 19, 300 192, 99 9
補正額 - - - -
補正後 231,599 212,299 - 19, 300 192,999

(2) 住民税等 
減税補塡債

補正前 228,772 101,512 - 83, 808 17, 704
補正額 - - - -
補正後 228,772 101,512 - 83, 808 17, 704

(3)臨時財政 
対策債

補正刖 61,432, 933 56, 665, 979 - 5,415,714 51,250, 265
補正額 一 一 - - -
補正後 61,432, 933 56, 665, 979 一 5, 415, 714 51,250, 265

合 計

補正前 113, 794,141 111,800, 564 10, 849, 100 11,228, 507 111,421,157
補正額 一 - 34, 500 - 34, 500
補正後 113, 794,141 111,800, 564 10, 883, 600 11,228, 507 111,455, 657
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議案第119号参考資料

(単位 : 千円)
性質別経費内訳

款 人件費 物件費 維持補修費 投資的経費 その他 合 計

(1)議会費 - -

(2)総務費 - - -

(3)民生費 A2,111 A14, 702 - - A75, 3 6 0 A92,173

(4)衛生費 - - -

⑸農林水産業費 - - -

(6)商工費 -

(7) 土木費 - 38,400 38, 400

(8)消防費 -

(9)教育費 -

(10)公債費 -

(11)諸支出金 - -

(12)予備費 -

合 計 A2,111 A14, 702 - - A36, 960 A53, 773

現計予算の内訳 24, 441,206 32, 906, 750 2,192,219 9, 924, 341 111,339, 741 180, 804, 257

総 計 24, 439, 095 32, 892, 048 2,192, 219 9, 924, 341 111,302, 781 180, 750, 484

総計の構成比 
( % )

13. 5 18. 2 1.2 5. 5 61.6 100. 0
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議案第 120号

令和 7 年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算 (第 6 号)

(総 則) 

第1条 令和 7 年度大阪府枚方市病院事業会計の補正予算 (第6号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入)

第2条 令和 7 年度大阪府枚方市病院事業会計予算(以下「予算」という。) 第 3 条に定めた収益的

収入の予定額を次の とおり 補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第1ﾡ 病院事業収益 11,326,947 千円 215, 325 千円 11,542, 272 千円

第2項 医業外収益 1,639,158 千円 215, 325 千円 1,854, 483 千円

令和8年(2026年) 3月19日 提出

枚方市長伏見 隆
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令和7年度大阪府枚方市

1. 収益的収入

款 項 目 補正前の額 補正額 計

(1)病院事業収益 11,326, 947 215, 325 11,542, 272

2.医業外収益 1,639,158 215, 325 1,854, 483

3.補 助 金 60, 024 215, 325 275, 349

収 入
・ . ・ ・・・

合 計 11,326, 947 215, 325 11,542, 272
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病院事業会計補正予算説明書 (第6号)

節
概要説明

区 分 金額

千円

国庫補助金 215,325

1. 国庫補助金 215, 325

医療機関等における賃上げ•物価上昇に

対する支援事業費補助金
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議案第 121号

令和 8 年度大阪府枚方市一般会計補正予算 (第1号)

令和8年度大阪府枚方市一般会計補正予算 (第1号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 92,173千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 

歳出それぞれ 176,392,173千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第1表 歳入歳出 予算補正」による。

令和8年 (2026年) 3月19日提出

枚方市長 伏 見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位 :千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

15, 国庫支出金 42, 467, 489 92,173 42, 559, 662

(2) 国庫補助金 7, 343, 924 92,173 7, 436, 097

歳入ロ計 176, 300, 000 92,173 176, 392,173
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出 (単位: 千円)歳

款 項 補正前の額 補正額 計

3.民生費 90, 697, 993 92,173 90, 790,166

(2) 児童福祉費 38, 245, 577 92,173 38, 337, 750

歳出合計 176, 300, 000 92,173 176, 392,173
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳 入

款 項 目 補正前の額 補正額 t
節

区 分 金 額

(款)

15, 国庫支出金 42, 467, 489 92,173 42, 559, 662

(項)

(2) 国庫補助金 7, 343, 924 92,173 7, 436, 097

2.民生費国庫補助金 1,998, 424 92,173 2, 090, 597 1.児童福祉費補助 
金

92,173

歳入合計 176, 300, 000 92,173 176, 392,173
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(単位: 千円)

細 節

区 分 金 額

84.物価高対応子育て 
応援手当支給事業 
補助金

92,173

概 要 説 明

1. 物価高対応子育て応援手当支給事業補助金 92, 173
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歳 出

款 項 目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地方債 その他

(款)

3.民 生 費 90, 697, 993 92,173 90, 790,166 92,173 一 一 一

(項)

(2)児童福祉費 38, 245, 577 92,173 38, 337, 750 92,173 一 一 一

20.物価高対応子育 
て応援手当支給 
事業費

92,173 92,173 92,173

歳出合計 176, 300, 000 92,173 176, 392,173 92,173 - -
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(単位 ： 千円)

節 細 節

区 分 区 分

金 額 金 額

1. 報 酬

2, 080

3.非常勤職員報酬

2,080

4.共済費

31
5.雇用保険料

31

8.旅 費

160
1.費用弁償

160

10.需用 費

1,107
1 .消耗品費

397

4 .印刷製本費

710

11.役務費

6, 490
1. 通信運搬費

3, 095

4.手数料

3, 395

12.委託料

6, 945
1. 委 託 料

6,945

18. 負担金補助及び 
交付金

75, 360
2.補助金

75,360

概 要 説 明

1.人件費 2, 111

(1) パートタイム会計年度任用職員 2, 111

ア.報 酬 2, 080

イ.共済費 31

2.物価高対応子育て応援手当支給事業経費 75, 360

補 75, 360
3.事務経費 14, 702

旅 160 消 397 印 710通 3,095
手 3, 395 委 6, 945
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1. 一 般 職

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

(1) 総 括

区分

職員数

(人)

給与費
共済費 人 ヨL

口 ロ「 備 考

報酬 給料 職員手当 計

補正前
(2,914)
1,971 3,102, 361 8, 945, 156 7, 986, 093 20, 03 3 , 6 1 0 3, 663, 865 23, 697, 475

補正額
(4)

2, 080 - - 2, 080 31 2,111

補正後
(2) 918) 
1,971 3,104, 441 8, 945,156 7, 986, 093 20, 035, 690 3, 663, 896 23, 699, 5 86

(注) 臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員の職員数については、 ( ) 外数とする。
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議案第121号参考資料

(単位: 千円)
性質別経費内訳

款 人件費 物件費 維持補修費 投資的経費 その他 合 計

(1)議会費 - -

(2)総務費 - - -

(3)民生費 2,111 14, 702 - - 75, 360 92,173

(4)衛生費 - -

(5)農林水産業費

(6)商工費

⑺土木費 - - -

(8)消防費 - - -

(9)教育費 - -

(10)公債費 - - -

(11)諸支出金 - - - -

(12)予備費 - - - -

合 計 2,111 14, 702 - - 75, 360 92,173

現計予算の内訳 24, 6 3 6 , 3 62 30, 328, 911 1,307, 350 3, 082, 000 116, 945, 377 176, 300, 000

総 計 24, 638,473 30, 343, 613 1,307, 350 3, 082, 000 117, 020, 737 176, 392,173

総計の構成比 
( % )

14. 0 17. 2 0. 7 1.7 66. 4 100. 0
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議案第 122 号

枚方市国民健康保険条例の一部改正について

次のとおり枚方市国民健康保険条例の一部を改正するにつき、地方自治法 (昭和 22 年法律第67 

号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年) 3月19 日 提出

枚方市長 伏 見 隆

提案理由 子ども ・ 子育て支援金に係る保険料の算定方法を定めるため。
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枚方市条例第 号

枚方市国民健康保険条例の一部を改正する条例

枚方市国民健康保険条例(昭和54年枚方市条例第37号) の一部を次のように改正する。

第10条の 2 を次のよ う に改める。

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

1 ) 世帯主の世帯に属する被保険者にっき算定 した基礎賦課額(国民健康保険法施行令 (昭和33 

年政令第 362 号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎ﾡ課額をいう。以下同じ。)

2 世帯主の世帯に属する被保険者にっき算定した後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法 

施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等試課額をいう。以下同じ。)

⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者 (国民健康保険法施行令第29条の7第1項第 

3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課 

額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども •子育て支援納付金賦課額(国民健康 

保険法施行令第29条の7第1項第4号に規定する子ども ・子育て支援納付金ﾡ課額をいう。以 

下同じ。)

第10条の3第1号ロ中「、」を「及び」に、 「及び」を「、」に改め、 「介護納付金」とい 

う。) J の次に「並びに子ども •子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)の規定による納付金 (以下 

「子ども・子育て支援納付金」という。)」を加え、同号へ中「並びに介護納付金」を「、介護納 

付金並びに子ども ・子育て支援納付金」に改め、同条第 2 号ロ中「、」を「及び」に、 「及び介護 

納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

第17条の2第1号中「)」の次に「の額」を加える。

第17条の5第1項第3号イ中「ロ又はハに掲げる世帯」を「特定世帯又は特定継続世帯」に改め 

る。

第17条の11第1号中「)」の次に「の額」を加える。

第17条の15の次に次の 5条を加える。

(子ども •子育て支援納付金賦課総額)

第17条の16 保険料の賦課額のうち子ども •子育て支援納付金賦課額 (第24条、第24条の4、第24 

条の 5 及び第 24 条の 7 の規定によ り 子ども ・ 子育て支援納付金賦課額を減額する もの と した場合 

にあっては、その減額することになる額を含む。) の総額 (以下「子ども •子育て支援納付金賦 

課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額 

を基準と して算定した額とする。

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (大阪府の国民健康保険 

に関する特別会計において負担する子ども ・ 子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる
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部分に限る。次号において同じ。) の額

ロ 第24条の7に規定する基準に従い子ども • 子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を 

減額するものと した場合に減額すること とな る額の総額

2 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第 7 条の規定によ り読み替えられた法第75条の規定によ り 交付を受ける補助金 (国 

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。) 及び同条の規定により貸 

し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。) 

の額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に 

限る。) のための収入 (法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第 

1項の規定による繰入金を除く。) の額

(子ども • 子育て支援納付金賦課額)

第17条の17 保険料の賦課額のうち子ども ・子育て支援納付金ﾡ課額は、当該世帯に属する被保険 

者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する18歳以上 

被保険者(国民健康保険法施行令第 29 条の 7第5 項第 3 号に規定する18歳以上被保険者をい う。

以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。この場合に 

おいて、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(子ども ♦子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)

第17条の18 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日 の属する年の前年の所得に係る基礎控除 

後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗 じて算定する。

(子ども •子育て支援納付金賦課額の保険料率)

第17条の19 子ども •子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおり とする。

⑴ 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども•子育て支援納付金賦課額の保険料率における 

所得割の率

⑵ 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども•子育て支援納付金賦課額の保険料率 

における被保険者均等割の額

⑶ 18歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども•子育て支援納付金賦課額の 

保険料率における18歳以上被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り 

上げる もの とする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。 

(子ども • 子育て支援納付金賦課限度額)

第17条の20 第17条の17の子ども •子育て支援納付金賦課額は、各年度において法第 82 条の 3第 3 

項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第5 

項第10号に掲げる額を超えることができない。

第20条第1項中「介護納付金賦課額」の次に「、第 17 条の 17 の子ども •子育て支援納付金賦課 

額」を加え、 「第24条の4第1項 (同条第 3 項」を「同条第5項各号に定める額、第24条の4第1
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項 (同条第3項又は第4項」に、 「第 13 条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に 10 分の 5 を 

乗じて得た額、第24条の4第4項第1号 (同条第6項」を「額、同条第5項 (同条第7項又は第8 

項」に、 「第24条の5第1項各号 (同条第3項又は第4項」を「第24条の5第1項各号 (同条第3 

項から第5項まで」に、 「又は同条第5項各号 (同条第7項又は第8項」を「、同条第 6 項各号 

(同条第8項から第10項まで」に、 「の算定」を「又は第24条の7第1項に定める額の算定」に改 

め、同条第2項中「第24条第1項各号」を「第 17 条の 17 の子ども •子育て支援納付金賦課額、第24 

条第 1 項各号に定める額、同条第 5 項各号」に、 「第 13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料 

率に 10 分の 5 を乗じて得た額、第 24 条の 4 第4項第 1 号」を「額、同条第5項」に、 「又は同条第 

5項各号」を「、第24条の5第6項各号に掲げる額又は第24条の7第1項」に改める。

第24条第1項第1号中「第3号」の次に「並びに第 5 項」を加え、 「(以下この項」を「(次号 

及び第3号並びに第5項」に改め、同項第2号中「305,000円」を「国民健康保険法施行令第29条 

の7第6 項第 3 号ロの規定に よ り 被保険者の数 と 特定同一世帯所属者の数の合計数に乗 じる金額」 

に改め、同項第3号中「560,000円」を「国民健康保険法施行令第 29 条の 7第6 項第3 号ハの規定 

により被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額」に改め、同条に次の2項を 

加える。

5 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料のﾡ課額の う ち子ども ・ 子育て支援納付 

金賦課額は、第17条の17の子ども・子育て支援納付金ﾡ課額から、それぞれ、当該各号に定める 

額を減額して得た額 (当該減額して得た額が第17条の20に規定する金額を超える場合には、同条 

に規定する金額) とする。

⑴ 第1項第1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される 

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給 

与所得者等の数が 2 以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 

を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額) を超えない世帯に係る保険料の納付 

義務者 イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども ・子育て支援約 

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象 と されるものの数を乗じて得た額とロ に掲げる額 

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども•子育て支援納付金賦課額の18歳以上 

被保険者均等割額の算定の対象 とされるもの の数を乗じて得た額 と を合算 した額

イ 当該年度分の子ども•子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に 10分の7を 

乗じて得た額

ロ 当該年度分の子ども•子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10 

分の7を乗じて得た額

2 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される 

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額 (世帯主等のうち給 

与所得者等の数が 2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 

を減じた数に100, 000円を乗じて得た金額を加えた金額)に国民健康保険法施行令第29条の7 

第6項第3号ロの規定により被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額に 

当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にあっては、その
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発生した日) 現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数 

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当 

する者以外の者 イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども ・子育 

て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象  とされるも のの数を乗じて得た額 とロに 

掲げる額に当該世帯に属する被保険者の うち当該年度分の子ども ・ 子育て支援納付金賦課額の 

18 歳以上被保険者均等割額の算定の対象 と されるものの数を乗じて得た額とを合算した額

イ 当該年度分の子ども ・ 子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に  10分の 5 を 

乗じて得た額

H 当該年度分の子ども ・ 子育て支援納付金賦課額の 18歳以上被保険者均等割の保険料率に 10 

分の 5 を乗じて得た額

3 , 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される 

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額 (世帯主等のうち給 

与所得者等の数が 2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 

を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額) に国民健康保険法施行令第29条の 7 

第6項第3 号への規定に よ り 被保険者の数 と 特定同一世帯所属者の数の合計数に乗 じる金額に 

当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にあっては、その 

発生した日) 現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数 

を乗じて得た額を加算 した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前 2 号に該 

当する者以外の者 イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども ・子 

育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象 と されるものの数を乗じて得た額とロ 

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども • 子育て支援納付金賦課額 

の 18 歳以上被保険者均等割額の算定の対象 と されるものの数を乗じて得た額とを合算した額

イ 当該年度分の子ども ・ 子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に  10分の 2 を 

乗じて得た額

コ 当該年度分の子ども ・ 子育て支援納付金賦課額の 18歳以上被保険者均等割の保険料率に 10 

分の2を乗じて得た額

6 第17条の19第 2 項及び第 3 項の規定は、前項各号のイ及びロに規定する額の決定について準用 

する。この場合において、同条第 2 項及び第 3 項中「保険料率」とあるのは、 「額」と読み替え 

るものとす る。

第 24 条の 2 中「及び前条第1項」を「、第17条の4、第17条の13、第17条の18並びに前条第1項 

(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 及び第5項」に改める。

第24条の4第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同条第6項中「第4項」を「第5項」に改 

め、 「第17条の5」と」の次に「、 「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第3項の規定により 

読み替えられた同条第1項各号」と」を加え、同項を同条第 7 項とし、同条第 5 項を同条第 6 項と 

し、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 第1項及び第2項の規定は、子ども •子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この 

場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども“ 子育て支援納付金賦課額」と、
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「第13条」とあるのは「第17条の19」と、 「第13条第2項」とあるのは「第17条の19第2項」 

と、第2項中「第13条第3項」とあるのは「第17条の19第3項」と読み替えるものとする。

第24条の 4 に次の 1項を加える。

8 第 5 項及び第 6 項の規定は、子ども •子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この 

場合において、第 5 項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども •子育て支援納付金賦課額」と、

「第13条」とあるのは「第17条の19」と、 「第24条第1項各号」とあるのは「第24 条第5 項各 

号」と、 「第13条第2項」とあるのは「第17条の19第2項」と、第6項中「第13 条第3 項」とあ 

るのは「第17条の19第3項」と読み替えるものとする。

第24条の5第1項中「第29条の7第5項第8号」を「第29条の7第6項第8号」に、 「第5項 

に」を「第6項に」に改め、同項第1号中「第32条の10の2」を「第32条の10の3」に改め、同条 

第 8 項中「第 5 項及び第 6 項」を「第 6 項及び第 7 項」に、 「第5項中」を「第6項中」に改め、 

「第17条の15」と」の次に「、 「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第4項の規定により読み 

替えられた同条第1項各号」と」を加え、 「第6項中」を「第7項中」に改め、同項を同条第9 項 

とし、同条第7項中「第5項」を「第 6 項」に改め、 「第17条の10」と」の次に「、 「第24条第1

項各号」とあるのは「第24条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と」を加え、同 

項を同条第8項とし、同条第 6 項を同条第 7 項とし、同条第 5 項を同条第 6 項とし、同条第4項の 

次に次の 1項を加える。

5 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金ﾡ課額の滅額について準用する。この 

場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども •子育て支援納付金賦課額」と、

「第11条」とあるのは「第17条の17」と、 「第17条」とあるのは「第17条の20」と、 「被保険者 

均等割」とあるのは「被保険者均等割及び 18 歳以上被保険者均等割」と、第2項中「第13条第2 

項」とあるのは「第17条の19第2項」と読み替えるものとする。

第24条の 5 に次の 1 項を加える。

10 第 6 項及び第 7 項の規定は、子ども •子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この 

場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども •子育て支援納付金賦課額」と、

「第11条」とあるのは「第17条の17」と、 「第17条」とあるのは「第17条の20」と、 「被保険者 

均等割」と ある のは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、 「第24条第1項各号」 

とあるのは「第 24 条第 5 項各号」と、第7項中「第13条第2項」とあるのは「第17条の19第2 

項」と読み替えるものとする。

第24条の 6 の次に次の 1 条を加える。

(18歳に達する 日 以後の最初の 3月31日 以前である被保喚者の被保険者均等割額の減額)

第24条の 7 当該年度において、その世帯に 18 歳に達する 日 以後の最初の 3月31日 以前である被保 

険者 (以下「18歳未満被保険者」という。) がある場合における当該18歳未満被保険者に係る当 

該年度分の子ども •子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第17条の19の子ども ・子育 

て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額(第 24条第5項、第24条の4第4 

項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第8項の規定により読み替えられた同条 

第 5 項又は第24条の 5第5 項の規定に よ り 読み替えられた同条第 1項若しく は同条第10項の規定
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により 読み替えられた同条第 6 項に規定する 基準に従い 当該 18 歳未満被保険者に係る 当該年度分 

の子ども•子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものと 

した場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。) から、当該保険料率に相当する額を控除し 

て得た額とする。

2 第17条の19第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、 

第 17 条の 19 第 3 項中「保険料率」とあるのは、 「額」と読み替えるものとする。

附則

1 この条例は、令和8年4月 1 日から施行する。

2 改正後の枚方市国民健康保険条例の規定は、令和8年度分以後の保険料について適用し、令和 

7年度分までの保険料については、なお従前の例によ る。

3 令和8年度分の保険料についての改正後の第17条の20の規定の適用については、同条中「各年 

度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康 

保険法施行令」とあるのは、「国民健康保険法施行令」と読み替えるものとする。

-38-



議案第 122 号参考資料

枚方市国民健康保険条例の一部改正について

新 (改正後)

_主要な改正部分の新旧対照表 

旧(現行)

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

m 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額  (国民健康 

保険法施行令 (昭和33年政令第362号) 第29条の7第1項第1号に規定 

する基礎賦課額をいう。以下同じ。)

2 世帯主の世帯に属する被保険者にっき算定した後期高齢者支援金等 

賦課額 (国民健康保険法施行令第29条の 7第1 項第 2 号に規定する後期 

高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)

⑶世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行 

金第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金課被保険者をいう。 

以下同じ。) にっき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納 

付金賦課額をいう。以下同じ。)

⑷世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども•子育て支援納 

付金園課額(国民健康保験法施行金第29条の7第1項第4号に規定士る 

子ども ・子育て支援納付金曜課額をいう。以下同じ。)

(基礎賦課総額)

第10条の 3 保険料の賦課額の う ち基礎賦課額 (第24条、第24条の 4 及び第 

24条の5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、 

その減額すること となる額を含む。) の総額 (以下「基礎賦課総額」とい 

う。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控 

除した額を基準として算定した額とする。

(保険料の賦課額)

第10条の 2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定 

した基礎賦課額(国民健康保険法施行令 (昭和33年政令第362号) 第29条 

の7第1項第1号に規定する基礎ﾡ課額をいう。以下同じ。)及び後期高 

ﾡ者支援金等量課額(同項第2号に規定する後期高ﾡ者支援金等ﾡ課額を 

いう。以下同じ。)並びに介護ﾡ付金ﾡ課被保験者(回項第3号に規定す 

る介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付 

金ﾡ課額(回号に規定する公介護約付金ﾡ課額をいう。以下回じ。)の食堂 

額とする。

(基礎賦課総額)

第10条の 3 保険料の賦課額の う ち基礎曜課額 (第24条、第24条の 4 及び第 

24 条の 5 の規定によ り 基礎賦課額を減額する もの と した場合に あつて は、 

その減額することとなる額を含む。) の総額 (以下「基礎賦課総額」とい 

う。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控 

除した額を基準と して算定した額とする。
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

1 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ ［略

ロ 国民健康保険事業費納付金 (法附則第 7 条の規定に よ り 読み替え ら 

れた法第 75 条の 7 第 1 項の国民健康保険事業費納付金をい う。以下こ 

の条において同じ。)の納付に要する費用 (大阪府の国民健康保険に 

関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後 

期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」とい う。)及び高齢 

者医療確保法の規定による病床転換支援金等 (以下「病床転換支援金 

等」とい う。)、介護保険法 (平成9年法律第123号) の規定による 

納付金 (以下「介護納付金 という。) 並びに子ども ・子育て支援法

⑴当該年度における次に掲げる額の合算額

イ ［略］

ロ 国民健康保険事業費納付金 (法附則第 7 条の規定に よ り 読み替え ら 

れた法第75条の7第1 項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下こ

の条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に 

関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後 

期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」とい う。) 高齢者 

医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」 

とい う。)及び介護保険法 (平成9年法律第123号) の規定に よる納 

付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部 

分を除く。)の額

ハ〜ホ ［略］

へ その他国民健康保険事業に要する費用 (国民健康保険の事務の執行 

に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要 

する費用 (大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する 

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護ﾡ付金の納付 

に要する費用に充てる部分に限る。)の額を除く。)

2 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ ［略］

ロ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

(平成 24 年法律第 65 号)の規定による納付金 (以下「子ども ・子育て

支援ﾡ付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。) 

の額

ハ〜ホ ［略］

へその他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行  

に要する費用を除く。) の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要 

する費用 (大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する 

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、公護約付金並びにそど 

も・子査て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。) の

額を除く。)

2 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ ［略コ

ロ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

交付を受ける補助金 (国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 

(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高 

締者支援金等及び病床転換支援金等、介護ﾡ付金並びにそども.子直 

て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロに 

おいて同じ。)に係るものを除く。) 及び同条の規定により貸し付け 

られる 貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付 に要す る 費用 に係 る 

ものを除く。)の額

ハ・ ニ ［略］

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第17条の 2 保険料の賦課額の う ち後期高齢者支援金等賦課額 (第24条、第 

24条の4及び第24条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額 

するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。) の 

総額(以下「後期 高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げ 

る額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として 

算定した額とする。

1 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (大 

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支  

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。 

次号において同じ。) の額

2 ［略］

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 

(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

静者支援金等、病床転換支援金等及び公介護ﾡ付金の納付に要する費用 

に充てる部分に限る。以下このロにおいて同 じ。)に係る もの を除く。) 

及び同条の規定により貸し付けられる貸付金 (国民健康保険事業費納 

付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

ハ・ = ［略］

(後期 高齢者支援金等賦課総額)

第17条の 2 保険料の賦課額の う ち後期高齢者支援金等賦課額 (第24条、第 

24条の4及び第24条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額 

するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。) の 

総額 (以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げ 

る額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準と して 

算定した額とする。

1 当該年度における国民健康保険事業費約付金の納付に要する費用 (大 

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支 

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。 

次号において同じ。)

2 ［略］

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

第17条の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

1). 2 ［略］

3 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ 

からハまでに定めるところにより算定 した額

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のう 

ち、後期高齢者支援金等賦課額の保險料率における世帯別平等割の額 

ロ ・ ハ ［略コ

2・3 ［略コ

(介護納付金賦課総額)

第17条の11 保険料の賦課額の う ち介護納付金賦課額(第24条及び第24条の 

5の規定によ り 介護納付金賦課額を減額する もの と した場合にあっては、 

その減額することになる額を含む。) の総額 (以下「介護納付金賦課総額」 

という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額 

を控除した額を基準と して算定した額とする。

1 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (大 

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の 

納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

2 ［略コ

(子ども•子育て支援納付金賦課総額)

第17条の16 保険料の賦課額の う ち子ども • 子育て支援納付金賦課額 (第24 

条、第24条の 4、第24条の 5 及び第 24 条の 7 の規定に より子 ども • 子育て

第17条の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

⑴ •⑵ ［略

⑶ 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ 

からハまでに定めるところにより算定した額

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後 

期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

ロ ・ ハ ［略］

2 ・ 3 ［略］

(介護納付金賦課総額)

第17条の11 保険料の賦課額の う ち介護納付金賦課額(第24条及び第24条の 

5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、 

その減額する ことになる額を含む。)の総額 (以下「介護納付金賦課総額」 

という。) は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額 

を控除した額を基準と して算定した額とする。

1 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (大 

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の 

納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

2 ［略コ
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

支援納付金賦課額 を減額する もの と した場合にあっては、その減額する こ 

と になる額を含む。)の総額 (以下「子ども •子育て支援納付金賦課総額」

という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準と して算定した額とする。

① 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 

(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ど

も ・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号

において同じ。) の額

ロ 第24条の 7 に規定する基準に従い子ども •子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとな 

る額の総額

2 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定によ り 

交付を受ける補助金 (国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 

に係るものに限る。)及び回条の規定により貸し付けられる貸付金(国 

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の 

額

旦 その他国民健康保険事業に要する費用 (国民健康保険事業費納付金 

の納付に要する費用 に限る。)のための収入 (法第72条の3第1項、

第72条の 3の2第1 項及び第 72 条の 3の3第1 項の規定に よ る繰入

金を除く。) の額

(子ども•子育て支援納付金賦課額)

-
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

第17条の17 保険料の賦課額のうち子ども • 子育て支援納付金賦課額は、当 

該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額 

の合算額の総額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(国民健康保険法

_____________________________________________________________ _ _________

施行令第29条の7第5項第3号に規定する18歳以上被保険者をいう。以下 

同じ。) にっき算定 した 18歳以上被保険者均等割額の総額を加算 した額と 

する。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。

(子ども • 子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)

第17条の18 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期 日 の属する年の前年 

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗 

じて算定する。

(子ども・子査て支援ﾡ付金ﾡ課額のﾡ験料室)

第17条の19 子ども •子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりと 

する。

m 所得割 市町村標準保険料率の う ち、子ども • 子育て支援納付金賦課 

額の保険料率における所得割の率

2 被保険者均等割 市町村ﾡﾡ保験料皇のうち、そども・そ査て支援約 

付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

⑶ 18歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率の うち、子ども •子育 

て支援納付金賦課額の保険料率における18歳以上被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があ

るときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第 1 項に規定する保険料率を決定 した とき は、速やかに告示 し
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主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

なければならない。

(子ども • 子育て支援納付金賦課限度額)

第17条の20 第17条の17の子ども・子直て支援納付金ﾡ課額は、各年度にお 

いて法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行さ

れていた国民健康保験法施行金第29条の7第5項第10号に掲げる額を超 

えることができない。

(賦課期日後において納付義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の異動 

等があつた場合)

第20条 保険料の賦課期日 後に納付義務が発生 し、又は1世帯に属する被保 

険者数が増加 し、若しく は減少 し、若しくは1 世帯に属する被保険者が介 

護納付金賦課被保険者 となつた、若し く は介護納付金賦課被保険者で な く 

なった、若し く は国民健康保険法施行令第 29 条の 7の2第2 項に規定する 

特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」とい う。) となつた場 

合における当該納付義務者に係る第11条の基礎賦課額(被保険者数が増加 

し、若しくは減少 した場合 (特定同一世帯所属者に該当することにより被 

保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合

における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)、第17条の3の 

後期高齢者支援金等賦課額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合

(特定同一世帯所属者に該当する ことにより 被保険者数が減少 した場合 

を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者 

に係る世帯別平等割額を除く。)、第17条の12の介護約付金ﾡ課額、第17 

条の17の子ども • 子育て支援納付金賦課額、第24条第 1 項各号 (同条第 3

(賦課期 日 後において納付義務の発生若しく は消滅又は被保険者数の異動 

等があつた場合)

第20条 保険料の賦課期日 後に納付義務が発生 し、又は 1 世帯に属する被保 

険者数が増加 し、若しくは減少 し、若しくは1世帯に属する被保険者が介 

護納付金賦課被保険者と なった、若し く は介護納付金賦課被保険者でな く 

なった、若し く は国民健康保険法施行令第29条の 7の2第2 項に規定する 

特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場 

合における 当該納付義務者に係る第 11 条の基礎賦課額 (被保険者数が増加 

し、若しくは減少 した場合 (特定同一世帯所属者に該当することにより被 

保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合 

における 当該納付義務者に係る 世帯別平等割額を除く。)、第17条の3の 

後期高齢者支援金等賦課額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合 

(特定同一世帯所属者に該当する ことにより 被保険者数が減少 した場合 

を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者 

に係る世帯別平等割額を除く。)、第17条の12の介護納付金賦課額、第24 

条第 1 項各号 (同条第 3 項又は第 4 項の規定に よ り 読み替えて準用する場
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において 

同じ。)に定める額、回条第5項各号に定める額、第24条の4第1項(回 

条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項に 

おいて同じ。) に定める額、同条第 5 項(同条第 7 項又は第 8 項の規定に 

より読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる額、 

第24条の5第1項各号(回条第3項から第5項までの規定によ り 読み替え 

て準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる額、同条第6項各 

号(回条第8項から第10項までの規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。) に掲げる額又は第24条の 7第1 項に定める額の 

ﾡ定は、それぞれ、その納付義務が発生 し、又は被保険者数が増加 し、若 

しく は減少した日 (法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該 

当 したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少 した 日 

が月の初日であるときに限り、その前日とする。) 若しくは 1 世帯に属す 

る被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課 

被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属す 

る月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務 

者に係る第H条の基礎賦課額、第17条の 3 の後期高齢者支援金等賦課額、 

第17条の12の介護納付金曜課額、第17条の17の子ども •子育て支援納付金 

ﾡ課額、第24条第1項各号に定める額、同条第5項各号に定める額、第24 
条の4第1 項に定める額、回条第5項に掲げる額、第24条の 5 第 1 項各号 

に掲げる額、第24条の 5第6 項各号に掲げる額又は第24条の 7第1 項に掲 

げる額の算定は、その納付義務が消滅した日 (法第6条第1号から第8号 

合を含む。次項において同じ。)に定める額、第24条の4第1項 (同条第 

3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。) 

に定める 第13条の基確ﾡ課額の被保験者均等割の保喚料室に10分の5を 

乗じて得た額、第24条の4第4項第1号 (同条第6項の規定に よ り 読み替 

えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる額、第24条の 5 

第 1 項各号 (同条第 3 項又は第 4 項の規定に よ り 読み替えて準用する場合 

を含む。次項において同じ。) に掲げる額又は同条第5項各号 (同条第7 

項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において 

同じ。) に掲げる額竺算定は、それぞれ、その納付義務が発生 し、又は被 

保険者数が増加 し、若し く は減少した日 (法第6条第1号から第8号まで 

の規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合にお 

いては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日 とする。) 

若しくは1 世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた、若 

し く は介護納付金賦課被保険者でな く なった 日 若し く は特例対象被保険 

者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の試課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務 

者に係る第 11 条の基礎賦課額、第17条の 3 の後期高齢者支援金等賦課額、 

第17条の12の介護納付金ﾡ課額、第24条第 1 項各号に定める額、第24条の 

4第1項に定める 第 13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に 10 

分の5を乗じて得た額、第24条の4第4項第1号に掲げる額、第24条の5 

第 1 項各号に掲げる額又は回条第5項各号に掲げる額の算定は、その納付 

義務が消滅 した 日 (法第 6条第1号から第8 号までの規定の いずれかに該
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主要な改正部 分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

までの規定のいずれかに該当 したこと によ り 納付義務が消滅した場合に 

おいては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とす 

る。) の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(低所得者の保険料の減額)

第24条 次の各号に該当する納付義務者に課する保険料の賦課額のうち基 

礎賦課額は、第n条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減 

額して得た額 (当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合 

には、同条に規定する金額) とする。

1 納付義務者、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付 

義務が発生した場合には、その発生した日とする。) 現在においてその 

世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税 

法第314条の 2 第 1 項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事 

業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の 

規定を適用せず、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第57条第1項、第3 

項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の 

所得 と 区分 して計算 される 所得の金額(地方税法附則第 33 条の 2第5項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額 (同法附則第35条の 2 の 

6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 

同法附則第 33 条の 3第5 項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、 

同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第 35 

条第 5 項に規定する短期藤渡所得の金額、同法附則第 35 条の 2第5項に 

規定する 一般株式等 に係る 譲渡所得等 の金額 (同法附則第35条の3第15 

当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が 

月の初日であるときに限り、その前日とする。) の属する月の前月まで、 

月割をもって行う。

(低所得者の保険料の減額)

第24条 次の各号に該当する納付義務者に課する保険料の試課額の う ち基 

礎賦課額は、第H条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減 

額して得た額(当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合 

には、同条に規定する金額) とする。

1 納付義務者、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日 後に保険料の納付 

義務が発生した場合には、その発生した日とする。) 現在においてその 

世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税 

法第314条の2第1 項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事 

業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の 

規定を適用せず、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第57条第1項、第3 

項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の 

所得 と 区分 して計算 される 所得の金額(地方税法附則第 33 条の 2第5項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額 (同法附則第35条の 2 の 

6第8 項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 

同法附則第 33 条の 3第5 項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、 

同法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35 

条第 5 項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第 35 条の 2第5項に 

規定する 一般株式等 に係る 譲渡所得等 の金額 (同法附則第35条の3第15
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35 

条の 2 の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 (同法 

附則第35条の 2の6 第11項又は第35条の 3 第13項若 し く は第 15 項の規 

定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35 条の 4 第 

4 項に規定す る 先物取引 に係 る 雑所得等の金額(同法附則第  35 条の 4 の 

2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住 

者等 の 所得 に対する相互主義による 所得税等 の 非課税等に関する 法律 

第8条第2 項に規定する特例適用利子等の額、同条第 4 項に規定する特 

例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第 3条の2の2 第10項に規定 

する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の 

額をいう。以下この項において同じ。) の算定についても、同様とする。 

以下同じ。) 及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所 

得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2第2 項第 1 号に定める金額 

(納付義務者並びに当該納付義務者の世帯に属する彼保険者及び特定 

同一世帯所属者 (次号及び第 3 号並びに第5項において「納付義務者等」 

という。) のうち給与所得を有する者 (前年中に同条第1項に規定する 

総所得金額に係る所得税法第28条第 1 項に規定する給与所得について 

同条第 3 項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者 (同条第 1 項に 

規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。) をいう。 

以下この号において同じ。) の数及び公的年金等に係る所得を有する者 

(前年中に地方税法第314条の 2 第 1 項に規定する総所得金額に係る所 

得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第 

4 項に規定す る 公的年金等控除額の控除を受け た者(年齢 65 歳未満で あ 

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35 

条の 2 の 2 第 5 項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 (同法 

附則第35条の 2の6 第11項又は第35条の 3 第13項若 し くは第15項の規 

定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35 条の 4 第 

4 項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額 (同法附則第35条の 4 の 

2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住 

者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 

第8条第2 項に規定する特例適用利子等の額、同条第 4 項に規定する 特 

例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第 3条の2の2 第10項に規定 

する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の 

額をいう。以下この項において同じ。) の算定についても、同様とする。 

以下同じ。) 及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所 

得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2第2項第1 号に定める金額 

(納付義務者並びに当該納付義務者の世帯に属する被保険者及び特定 

同一世帯所属者 (次号及び第 3 号において「納付義務者等」とい う。) 

の う ち給与所得を有する者 (前年中に同条第 1 項に規定する総所得金額 

に係る所得税法第28条第 1 項に規定する給与所得について同条第 3 項 

に規定する給与所得控除額の控除を受けた者 (同条第 1 項に規定する給 

与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。) をいう。以下この号 

において同じ。) の数及び公的年金等に係る所得を有する者 (前年中に 

地方税法第314条 の 2 第 1 項に規定する総所得金額に係る所得税法第35 

条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定 

する公的年金等控除額の控除を受けた者 (年齢65歳未満である者にあつ
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

る者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限 

り、年齢65歳以上である者にあつては当該公的年金等の収入金額が 

1,100,000円を超える者に限る。) をいい、給与所得を有する者を除く。) 

の数の合計数 (次号及び第 3 号並びに第 5 項において「給与所得者等の 

数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2 

項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減じた数に 

100,000円を乗じて得た金額を加えた金額) を超えない世帯に係る保険 

料の納付義務者 イ に掲げる額に当該世帯に属する被保険者の う ち当 

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象 とされるもの 

の数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額

イ • ロ ［略］

2 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分 

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2 第 2 項第

1 号に定める金額(納付義務者等の う ち給与所得者等の数が 2 以上の場 

合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減じ 

た数に100, 000円を乗じて得た金額を加えた金額) に国民健康保険法施 

行令第29条の7第6項第3号旦の規定により被ﾡ験者の数と特定回二 

世帯所属者の数の合計数に乗じる金額に当該年度の保験料ﾡ課期日 (ﾡ 

課期日 後に保険料の納付義務が発生 した場合には、その発生した日 とす 

る。) 現在において当該世帯に属する彼保険者の数と特定同一世帯所属 

者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る 

保険料の納付義務者であって前号に該当する も の以外の もの イに掲 

げる額に当該世帯に属する被保険者の う ち当該年度分の基礎賦課額の 

ては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65 

歳以上である者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100. 000円を 

超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計 

数 (以下この項において「給与所得者等の数」という。) が2以上の場 

合にあっては、地方税法第 314 条の 2第2項第1 号に定める金額に当該 

給与所得者等の数から 1 を減じた数に100, 000円を乗じて得た金額を加 

えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 イに掲げる額に 

当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者 

均等割額の算定の対象と されるものの数を乗じて得た額とロに掲げる 

額とを合算した額

イ ・ ロ ［略

2 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分 

して計算 される所得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2第2項第 

1 号に定める金額 (納付義務者等の う ち給与所得者等の数が 2 以上の場 

合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減じ 

た数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額) に305.000円に当該年 

度の保険料賦課期 日(賦課期 日 後に保険料の納付義務が発生 した場合に 

は、その発生した日とする。) 現在において当該世帯に属する被保険者 

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金 

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する  

もの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当 

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と されるもの 

の数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

被保険者均等割額の算定の対象 と されるものの数を乗じて得た額とロ 

に掲げる額とを合算した額

イ ・ 口 ［略コ

⑶ 第 1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区 

分 して計算 される所得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2第2項 

第 1 号に定める金額 (納付義務者等の う ち給与所得者等の数が 2 以上の 

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減 

じた数に100, 000円を乗じて得た金額を加えた金額) に国民健康保険法 

施行令第29条の7第6項第3号ハの規定によ り 被保険者の数 と 特定同 

一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額に当該年度の保険料賦課期日

(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日と 

する。) 現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所 

属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係  

る保険料の納付義務者であつて前2号に該当するもの以外のもの イ 

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者の う ち当該年度分の基礎賦課 

額の被保険者均等割額の算定の対象 とされる ものの数を乗 じて得た額 

とロに掲げる額とを合算した額

イ • ロ ［略］

2～4 ［略］

5 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料のﾡ課額の う ち 

子ども •子育て支援納付金賦課額は、第17条の17の子ども ♦子育て支援納 

付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額 (当該 

減額して得た額が第17条の20に規定する金額を超える場合には、同条に規

イ ・ ロ ［略］

3, 第 1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と 区 

分 して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2第2項 

第 1 号に定める金額 (納付義務者等の う ち給与所得者等の数が 2 以上の 

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減 

じた数に100, 000円を乗じて得た金額を加えた金額) に560.000円に当該 

年度の保険料賦課期 日(賦課期 日 後に保険料の納付義務が発生 した場合 

は、その発生した日とする。) 現在において当該世帯に属する被保険者 

の数と 特定同一世帯所属者の数の合計数を乗 じて得た額を加算 した金 

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当す 

る もの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の う ち 

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象 と される も 

のの数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額

イ ・ 口 ［略］

2 〜 4 ［略］
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

定する金額)とする。

m 第1項第1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所 

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2 

第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち維与所得者等の数が2以上 

の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を 

減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額) を超えない世帯 

に係る保険料の納付義務者 イ に掲げる額に当該世帯に属する被保険 

者の う ち当該年度分の子ども・子育て支援納付金ﾡ課額の被保険者均等 

割額の算定の対象と されるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額に 

当該世帯に属する被保険者の う ち当該年度分の子ども・子育て支援納付 

金賦課額の 18 歳以上被保険者均等割額の算定の対象 と されるものの数 

を愛じて得た額とを合算した額

4 当該年度分の子 ども • 子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の 

保険料率に10分の 7 を乗じて得た額

旦 当該年度分の子ども •子育て支援納付金賦課額の 18歳以上被保険者 

均等割の保険料率に10分の 7 を乗じて得た額

2 第1項第1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所 

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2 

第2項第1 号に定める金額 (世帯主等の う ち給与所得者等の数が 2 以上 

の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を 

減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額) に国民健康保険 

法施行令第29条の7第6項第3号ロの規定によ り 被保険者の数 と 特定 

同一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額に当該年度の保険料賦課期
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

日(試課期日後に保喚料のﾡ付義務が発生した場合にあつては、その発 

生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯 

所属者の数の合計数を乗 じて得た額を加算した金額を超えない世帯に 

係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者 イに掲 

げる額に当該世帯に属する被保険者の う ち当該年度分の子ども・子育て 

支援納付金ﾡ課額の被保険者均等割額の算定の対象と されるものの数 

を乗じて得た額と口に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子 ども • 子育て支援納付金賦課額の 18歳以上被保険者均等割

額の算定の対象と されるものの数を乗じて得た額とを合算した額

4 当該年度分の子ども •子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の 

保険料率に10分の 5 を乗じて得た額

ロ 当該年度分の子ども•子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保險者

均等割の保険料率に10分の 5 を乗じて得た額

3) 第1項第1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と 区分 して計算 される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2

第2項第1号に定める金額(世帯主筆のうち維与所得者等の数が2以上

の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を

減 じた数に100,000円を乗 じて得た金額を加えた金額)に国民健康保険

法施行令第29条の 7第6項第3 号ハの規定に よ り 被保険者の数 と 特定 

同一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額に当該年度の保険料賦課期 

日(ﾡ課期後に保険料のﾡ付義務が発生した場合にあっては、その発 

生した日) 現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯 

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者 イに 

掲げる額に当該世帯に属する被保険者の う ち当該年度分の子ども・子育 

て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象  と されるものの 

数を乗 じて得た額と コに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の う ち 

当該年度分の子ども•子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等

(特例対象被保険者等の特例)

第24条の 2 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一 

世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び 

前条第丄項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金 

額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額 

に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所 

得税法第 28 条第 2 項の規定に よって計算 した金額の100分の30に相当する 

金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額 (同法」 

と ある のは「所得の金額 (地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金 

額(」と ある のは「総所得金額 (特例対象被保険者等の総所得金額に給与

割額の算定の対象 とされる ものの数を乗 じて得た額 と を合算 した額

4 当該年度分の子 ど も ・ 子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の 

保険料率に10分の 2 を乗 じて得た額

日 当該年度分の子ども •子育て支援納付金賦課額の 18歳以上被保険者

均等割の保険料率に10分の 2 を乗じて得た額

6 第17条の19第2項及び第3項の規定は、前項各号のイ及びロに規定する

額の決定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中

「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第24条の 2 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しく は特定同一 

世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第 1 項、第17 

条の4、第17条の13、第17条の18並びに前条第1項(回条第3項又は第4 
項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 及び第 5 項の規定の適 

用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定 

する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれて 

いる場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の 

規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとす 

る。次項において同じ。)」と、 「所得の金額 (同法」とあるのは「所得
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

の金額 (地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額 ( とあるのは 

「総所得金額 (特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規 

定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。J 

と、 「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第24条の 4 当該年度において、その世帯に 6 歳に達する 日 以後の最初の 3 

月31日以前である被保険者 (以下「未就学児」という。)がある場合 (第 

5項に規定する場合を除く。) における当該未就学児に係る当該年度分の 

基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条の基礎賦課額の被保険者均等割 

の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の 5 を乗じて得た額(当 

該額に端数がある場合は、第13条第2項の規定の例により端数の切上げを 

行った後の額とする。) を控除して得た額とする。

2 • 3 ［略］

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、子ども• 子育て支援納付金賦課額の減額に

所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法 

第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額に 

よるものとする。」と、 「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方 

税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第24条の 4 当該年度において、その世帯に 6 歳に達する 日 以後の最初の 3 

月31日以前である被保険者 (以下「未就学児」とい う。) がある場合 (第 

4項に規定する場合を除く。) における当該未就学児に係る当該年度分の 

基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条の基礎賦課額の被保険者均等割 

の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の 5 を乗じて得た額(当 

該額に端数がある場合は、第13条第2項の規定の例により端数の切上げを 

行った後の額とする。) を控除して得た額とする。

2 ・ 3 ［略］

4 ［略

5 ［略］

ついて準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども •子育て支援納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第17条

の19. と、「第13条第2項」とあるのは「第 17 条の 19 第 2 項」と、第2項

中「第 13 条第 3 項」とあるのは「第17条の19第3項」と読み替えるものと

する。

5 ［略コ

6 ［略コ
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主要 な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

7 前 2 項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。 

この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援 

金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第17条の5」と、「第24条第1項 

各号」とあるのは「第 24 条第 3 項の規定によ り読み替えられた同条第1項 

各 号」と、「第 13 条第 2 項」とあるのは「第17条の5第2項」と、前項中

「第13条第3項」と あるのは「第 17条の 5第3項」と読み替える ものとす 

る。

8_ 第5項及び第6項の規定は、子ども •子育て支援納付金賦課額の減額に 

ついて準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは

「そども・子査て支援納付金ﾡ課額」と、「第13条」とあるのは「第17 

条の19」と、「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第5項各号」と、 

「第13条第2項」とあるのは「第17条の19第2項」と、第6項中「第13 

条第3項」とあるのは「第17条の19第3項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第24条の 5 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行 

令第29条の7第6項第8号に規定する出産被保験者をいう。以下同じ。) 

がある場合 (第6項に規定する場合を除く。) における 当該世帯の納付義 

務者に対して課する保喚料のﾡ課額の う ち基礎賦課額は、第11条の基礎誠 

課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して 

得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、同条に規定する金額) 

とする。

1 当 該出産被保険者に係 る 基礎控除後の総所得金額等に 当 該年度分の 

基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に 12 分の 1 を乗じて得

6 前 2 項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。 

この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援 

金等賦課額」と、 「第13条」とあるのは「第17条の5」と、 「第13条第2 

項」とあるのは「第 17 条の 5 第2項」と、前項中「第13条第3項」とある 

のは「第17条の5第3項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第24条の5 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行 

令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保験者をいう。以下同じ。) 

がある場合 (第5項に規定する場合を除く。) における 当該世帯の納付義 

務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦 

課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額  して得た額 (当該減額して 

得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、同条に規定する金額) 

とする。

⑴ 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の 

基礎曜課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の 1 を乗じて得
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

た額に、当該出産被保険者の出産の予定日 (国民健康保険法施行規則(昭 

和 33 年厚生省令第 53 号) 第32条の10の3に規定する場合には、出産の 日。 

次条第1項及び第2項において同じ。) の属する月 (以下この号におい 

て「出産予定月」という。) の前月(多胎妊娠の場合には、3月前) か 

ら出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)の 

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 ［略コ

2～4 ［略］

5_ 第1項及び第2項の規定は、子ども •子育て支援納付金賦課額の減額に 

ついて準用する。この場合において、第1項中「基礎ﾡ課額」とあるのは

「子ども・子査て支援納付金屋課額」と、「第11条」とあるのは「第17 

条の17」と、「第17条」とあるのは「第17条の20」と、「被保験者均等割」 

とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、第2項中

「第13条第2項」とあるのは「第17条の19第2項」と読み替えるものとす 

る。

6 ［略］

7 ［略コ

8 前 2 項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。 

この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援 

金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第17条の3」と、「第17条」とあ 

るのは「第17条の10」と、「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第3 

項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、前項中「第13条第2 

項」とあるのは「第17条の5第2項」と読み替えるものとする。

た額に、当該出産被保険者の出産の予定日 (国民健康保険法施行規則(昭 

和33年厚生省令第53号)第32条の10の2に規定する場合には、出産の日。 

次条第 1 項及び第 2 項において同じ。) の属する月 (以下この号におい 

て「出産予定月」という。) の前月(多胎妊娠の場合には、3 月前)か 

ら出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)の 

う ち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 ［略］

2～4 ［略］

5 ［略］

6_ ［略］

7 前 2 項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。 

この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援 

金等賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の3」と、 「第17条」と 

あるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第2項」とあるのは「第17 

条の5第2項」と読み替えるものとする。
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

9 第6項及び第7項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す 

る。この場合において、第6項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世 

帯に出産被保険者 (介護納付金試課彼保険者に限る。以下この項において 

同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11 

条」とあるのは「第17条の12」と、「第17条」とあるのは「第17条の15.

と、「第 24 条第 1 項各号」とあるのは「第 24 条第 4 項の規定に より 読み替 

えられた同条第1項各号」と、第7項中「第13条第2項」とあるのは「第 

17条の14第2項」と読み替えるものとする。

10 第6項及び第7項の規定は、子ども •子育て支援納付金賦課額の減額に 

ついて準用する。この場合において、第6項中「基礎課額」とあるのは 

「子ども •子育て支援納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第17条 

の17」と、「第17条」とあるのは「第17条の20」と、「被ﾡ験者均筆割」と 

あるのは「被保険者均等割及び 18 歳以上被保険者均等割」と、「第24条第 

1項各号」とあるのは「第 24 条第 5 項各号」と、第7項中「第 13 条第2 項」 

とあるのは「第17条の19第2項」と読み替えるものとする。

(18歳に達する 日 以後の最初の 3月31日 以前である被保険者の被保険者均 

等割額の減額)

第24条の 7 当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3 

月31日以前である獲保険者(以下「18歳未道被促験者」という。)がある 

場合における当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支 

援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第 17 条の 19 の子ども ・子育て支援 

納付金曜課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額(第24条第5項、 

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金ﾡ課額の減額について準用す 

る。この場合において、第5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世 

帯に出産被保険者(介護納付金賦課被保険者に限る。以下この項において 

同じ。)」と、 「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第 

11条」とあるのは「第17条の12」と、「第17条」とあるのは「第17条の15. 

と、第6項中「第13条第2項」とあるのは「第17条の14第2項」と読み替 

えるものとする。
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主要な改正部分の新旧対照表

新 (改正後) 旧(現行)

第24条の4第4項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条 

第8項の規定により読み替えられた同条第5項又は第24条の5第5項の 

規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第10項の規定によ り 

読み替えられた同条第6項に規定する基準に従い当該18歳未満被保険者 

に係る 当該年度分の子 ども ・ 子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に相当する額を減額するものと した場合にあっては、当該減額後 

の額。以下同じ。) から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額と

する。

2 第17条の19第 3 項の規定は、前項に規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第17条の19第3項中「保喚料率」とあるのは、「額」 

と読み替えるものとする。
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